
【令和7年】

■管内における事故発生状況（11月速報値）

○火薬類取締法（火薬類事故等対応実施細目）関連
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※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。
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◆令和7年（2025年）の事故概要

○火薬類取締法

発生年月日
場所

(県名）
事業者区分

事故の
種類

事故の概要 被害状況

2025年11月14日 宮城県 煙火 消費

丸太ベンチ上で熊よけ用ロケット花火を打ち上げていたところ、
ベンチ上で花火が燃焼し、丸太ベンチの一部が焼損した。原因
は朝と夕方にほぼ毎日、ロケット花火を打ち上げており、当日
は、点火後にその場を離れ、可燃物である丸太ベンチを確認し
ていなかったため。また、消費者が慣れにより注意散漫が生じて
いたことや当日は、乾燥注意報が発令されており、火災が発生
しやすい気象条件であった。

人的被害：なし
物的被害：丸太ベ
ンチ焼損

2025年10月24日 秋田県 煙火 消費

熊を追い払うため、動物駆逐用煙火を使用した際に、煙火が手
元で爆発した。原因は、消費時に被災者が、右手に投げる予定
の煙火（A）、左手に次に使用予定の煙火（B）と点火用のターボ
ライターを持っており、（A）を点火後投げたが、（A）に点火した火
が本人の知覚がないまま（B）に着火し爆発したため。

人的被害：軽傷1
名
物的被害：なし

2025年8月2日 宮城県 煙火 消費

花火大会中に、近隣住民の車両に煙火の残滓が落下し煤が付
着したもの。花火の残滓が風で流されたものと推定される。

人的被害：なし
物的被害：車8台
損害（残滓落下に
より汚れが付着）

2025年7月19日 宮城県 煙火 消費

がん具用煙火で遊戯中、打ち上げ花火が倒れ、約5m離れた場
所にいた負傷者の右下腿部外側に花火が1発当たり負傷したも
の。

人的被害：軽傷1
名
物的被害：なし




